
ハラスメント防止宣言  

カスタマーハラスメントに対する基本方針 

 

私達、葉山国際カンツリー俱楽部、葉山パブリックゴルフコース・練習場、株式会社三和の

全従業員は、基本的人権の尊重を深く認識します。この見地から人権尊重の企業にふさわし

い環境づくりを目指し、全従業員相互の信頼関係作りに努めるとともに、他者に不快感を与

える言動や、いかなるハラスメント行為を行わない決意を表明し、防止するための万全配慮

と、不断の努力を行い、健康的で活気ある明るい職場作りに努めることを宣言します。 

 

＜防止のために＞  

1. ハラスメントについて啓発活動を行い、全従業員が正しく理解するよう努めます。  

2. ハラスメント相談窓口を社外に設置します。  

3. 問題が生じた場合、速やかに勇気ある厳正な処置をとります。 

 

＜カスタマーハラスメントに対する基本方針＞  

全従業員は「すべての方に愛され信頼される会社」を目指すという企業理念に基づき、会員

様、お客様一人ひとりの高品質な空間とサービスの提供に努めております。一方でカスタマ

ーハラスメントに該当する行為に対しては、当社で働く社員の尊厳を傷つけ、安全で働きや

すい職場環境の悪化を招くものとして毅然とした対応を行います。 

 

対象となる施設 

当社が運営する全ての施設 

 

カスタマーハラスメントの定義 

厚生労働省発表の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に記載されている『顧客

からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該

要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様によ

り、従業員の就業環境が害されるもの』を主な対象と定義します。 

 

対象となる行為 

厚生労働省発表の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に準じます。 

なお、対象は以下のような行為のみに限定されるものではございません。 

 

1. 要求の内容が妥当性を欠く場合 



（1）当社の商品やサービスに瑕疵や過失が認められないもの 

（2）要求の内容が、当社の商品やサービスの内容とは関係がないもの 

 

2. 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な場合 

（1）要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの 

・身体的な攻撃 (暴行・傷害) 

・精神的な攻撃 (脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言) 

・威圧的な言動 

・土下座の要求 

・継続的な (繰り返される) 執拗な (しつこい) 言動 

・拘束的な行動 (不退去、居座り) 

・差別的な言動 

・性的な言動 

・従業員個人への攻撃、要求 

・SNS やインターネット上での誹謗中傷行為 

（2）要求内容の妥当性に照らして不相当とされるもの 

・商品の交換の要求 

・金銭補償の要求 

・謝罪の要求 

 

カスタマーハラスメントへの対応 

合理的な解決に向けて理性的な話し合いを行いますが、当社がカスタマーハラスメントと

判断した際は対応を打ち切り、当該施設利用をお断りさせていただく場合があります。さら

に悪質と判断した場合は、警察、外部の専門家（弁護士など）と連携し、適切に対処いたし

ます。 

 

お客様へのお願い 

当社はこれからもお客様のご期待に応えられるよう、サービスの向上に努めて参ります。 

しかしながら、万が一、お客様からカスタマーハラスメントに該当する行為がありましたら、

本方針に則って毅然と対応いたしますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申しあげま

す。 
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